
会
社
の
し
く
み
（
５
）

�

株
主
総
会
に
つ
い
て

　

株
主
総
会
と
そ
の
権
限

　
株
主
総
会
と
は
、
株
主
に
よ
り
構

成
さ
れ
る
株
式
会
社
の
最
高
意
思
決

定
機
関
で
す
。

　
株
主
総
会
は
、
会
社
法
に
規
定
す

る
事
項
及
び
株
式
会
社
の
組
織
、
運

営
、
管
理
そ
の
他
株
式
会
社
に
関
す

る
一
切
の
事
項
に
つ
い
て
決
議
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
取
締
役
会
設
定
会
社
に

お
い
て
は
、
株
主
総
会
は
、
会
社
法

に
規
定
す
る
事
項
及
び
定
款
で
定
め

た
事
項
に
限
り
、
決
議
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
計
算
書
類
（
貸
借
対
照
表
や
損
益

計
算
書
な
ど
）
の
承
認
は
、
原
則
株

主
総
会
の
決
議
事
項
で
す
が
、
取
締

役
会
設
置
会
社
で
会
計
監
査
人
設
置

会
社
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要
件
に

該
当
す
れ
ば
、
株
主
総
会
で
は
報
告

を
す
れ
ば
足
り
ま
す
。

　
株
主
総
会
に
は
、
毎
事
業
年
度
の

終
了
後
一
定
の
時
期
に
招
集
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
「
定
時
株
主
総
会
」

と
必
要
が
あ
る
場
合
に
い
つ
で
も
招

集
で
き
る
「
臨
時
株
主
総
会
」
が
あ

り
ま
す
。

　

株
主
総
会
の
招
集

　
原
則
と
し
て
、
取
締
役
が
招
集
し

ま
す
。
た
だ
し
、
総
株
主
の
議
決
権

の
１
０
０
分
の
３
以
上
の
議
決
権
を

６
か
月
前
か
ら
引
き
続
き
有
す
る
株

主
は
、
取
締
役
に
対
し
、
株
主
総
会

の
目
的
で
あ
る
事
項
及
び
招
集
の
理

由
を
示
し
て
、
招
集
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
（
定
款
で
異
な
る
定

め
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
）。

　
招
集
通
知
は
、
原
則
と
し
て
株
主

総
会
の
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
、
株

主
に
対
し
て
書
面
又
は
電
磁
的
方
法

に
よ
り
そ
の
通
知
を
発
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
非
公
開
会

社
は
、
１
週
間
前
ま
で
に
通
知
を
発

送
す
れ
ば
よ
く
、
定
款
に
お
い
て
そ

れ
を
短
縮
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

ま
た
、
株
主
全
員
の
同
意
が
あ
る
と

き
は
、招
集
手
続
を
省
略
で
き
ま
す
。

　
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
株
主

に
よ
る
議
題
提
案
権
や
議
案
提
案
権

も
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

株
主
総
会
の
議
決
権

　
株
主
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
有

す
る
株
式
１
株
に
つ
き
１
個
の
議
決

権
を
有
し
ま
す
。
た
だ
し
、
２
社
が

相
互
に
株
式
を
保
有
し
て
い
る
場
合

（「
相
互
保
有
株
式
」）
に
は
、
一
定

の
条
件
下
で
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
自
己
株
式
に
は
、
議
決
権
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

決
議
の
種
類
（
３
つ
）

　
普
通
決
議
：
議
決
権
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
る
株
主
の
議
決
権
の
過

半
数
を
有
す
る
株
主
が
出
席
し
、
出

席
し
た
そ
の
株
主
の
議
決
権
の
過
半

数
を
も
っ
て
決
議
を
行
う
も
の
で
す
。

対
象
と
な
る
決
議
事
項
と
し
て
は
、

①
自
己
株
式
の
取
得
（
例
外
あ
り
）

②�

役
員
（
取
締
役
、
会
計
参
与
及
び

監
査
役
）
及
び
会
計
監
査
人
の
選

任
、
不
再
任
、
解
任

③
役
員
の
報
酬

④
余
剰
金
の
配
当
等　
で
す
。

　
特
別
決
議
：
議
決
権
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
る
株
主
の
議
決
権
の
過

半
数
（
３
分
の
１
以
上
の
割
合
を
定

款
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
割
合
以
上
）
を
有
す
る
株
主
が
出

席
し
、
出
席
し
た
そ
の
株
主
の
議
決

権
の
３
分
の
２
（
こ
れ
を
上
回
る
割

合
を
定
款
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
割
合
）
以
上
に
当
た
る
多

数
に
よ
る
も
の
で
す
。

対
象
と
な
る
決
議
事
項
と
し
て
は
、

①�

株
式
会
社
又
は
指
定
買
取
人
に
よ

る
譲
渡
制
限
株
式
の
買
い
取
り

②�

特
定
の
株
主
か
ら
の
自
己
株
式
買

取
り

③
募
集
新
株
予
約
権
の
割
当
て

④
定
款
の
変
更

⑤
解
散
等　
で
す
。

　
特
殊
決
議
：
議
決
権
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
る
株
主
の
半
数
以
上

（
こ
れ
を
上
回
る
割
合
を
定
款
で
定

め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
割
合

以
上
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
株
主
の
議

決
権
の
３
分
の
２
（
こ
れ
を
上
回
る

割
合
を
定
款
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
割
合
）
以
上
の
多
数
を

も
っ
て
行
う
決
議
で
す
。

対
象
と
な
る
決
議
事
項
と
し
て
は
、

①�

株
式
の
全
部
を
譲
渡
制
限
株
式
と

す
る
旨
の
定
款
変
更
等

が
あ
り
ま
す
。

実
務
に
役
立
つ
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法
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